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（単位:万円）表－２ 一般会計歳入

Ｈ23決算－Ｈ22決算平成23年度決算平成22年度決算

△1,08623,34624,432地方譲与税など

依
存
財
源

2,494324,486321,992地方交付税

△31,53162,12593,656国庫支出金

15932,02631,867道 支 出 金

14,09272,31158,219町 債

△1,58855,14756,735町 税

自
主
財
源

6895,0454,356分担金及び負担金

△11713,13313,250使用料及び手数料

1,78633,15931,373財産収入・諸収入など

96335239繰 入 金

△15,006621,113636,119合 計

（単位:万円）表－１ 各会計決算総括表

歳入－歳出歳出決算額歳入決算額予算額会 計

19,002602,111621,113623,671一 般 会 計

535,35935,36435,436国民健康保険特別会計
特

別

会

計

08,3558,3558,445後期高齢者医療特別会計

019,22819,22819,312下 水 道 事 業 特 別 会 計

04,7544,7544,852農業集落排水事業特別会計

567,69667,70168,045小 計

19,007669,807688,814691,716総 合 計

◎一般会計歳入

平成23年度の全会計の決算総額は、69億1716万円の予算に対し、歳入が68億8814万円、歳出が66億9807万円と

なりました。これは、平成22年度の決算と比較すると、歳入が１億2658万円（1.8％）の減少、歳出が3583万円

（0.5％）の減少となります。

それぞれの会計決算は、表－１のとおりです。

新新新新新新新新新新新新新新十十十十十十十十十十十十十十津津津津津津津津津津津津津津川川川川川川川川川川川川川川町町町町町町町町町町町町町町のののののののののののののの決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算概概概概概概概概概概概概概概新十津川町の決算概要要要要要要要要要要要要要要要

歳入は、地方交付税や国庫・道支出金等他の団体か

ら交付されるお金や借金などの「依存財源」と、まち

が独自の判断で税率や金額を決めて直接集める町税や

使用料などの「自主財源」の２つに分類できます。歳

入全体に占めるそれぞれの割合は、依存財源が82.8％、

自主財源が17.2％となっており、依存財源の割合がと

ても高くなっています。

平成22年度の決算と比較すると、依存財源では国庫

支出金が大きく減少しています。これは、平成22年度

は、平成21年度の地域活性化対策に係る交付金の繰り

越しにより、交付金が大幅に増額していたことが影響

しています。また、町債が大きく増加しているのは、

小学校の耐震化に係る大規模改修などの事業の財源と

したためです。一方、自主財源では、「財産収入・諸

収入など」で、平成22年度決算余剰金のうち１億円を

平成23年度へ繰り越したことなどにより、全体で866

万円の増加となりました。

歳入の内訳は、表－２のとおりです。

それでは、一般会計の歳入と歳出について、その内容を説明します。



4

まちづくり読本 ＜決算版＞

序
章

一般的な管理経費である総務費は、貯

金の積立が合計２億5000万円増加しまし

た。

福祉に関する経費である民生費は、社

会福祉法人明和会に対する貸付金や施設

整備等に係る交付金が１億300万円、子

ども夢基金への積立金が２億円減少しま

した。

道路や公営住宅の管理に関する経費で

ある土木費は、記録的な大雪の影響によ

り、除排雪に係る経費が5800万円増加し

ました。

借金の返済である公債費や職員の人件

費に関する経費である職員費は、行財政

改革の効果もあり、年々減少しています。

（単位:万円）表－３ 一般会計歳出

Ｈ23決算
－Ｈ22決算

平成23年度
決算

平成22年度
決算

31,93266,73134,799総務費

△25,90963,76689,675民生費

3,38748,76445,377衛生費

1,06828,61027,542農林水産業費

△86616,94617,812商工費

△4,54875,61980,167土木費

△2,38619,09821,484消防費

△1,71770,85872,575教育費

△6,471109,421115,892公債費

△8,21087,87096,080職員費

7,71714,4286,711議会、労働、災害復旧費

000予備費

△6,003602,111608,114合 計

◎一般会計歳出

基金とはまちの貯金のことです。平成23年度末では、

特別会計も含めた全ての基金総額は33億9000万円にな

りました。

主な基金の性質と残高は次のとおりです。

○財政調整基金…財源不足に備えるための貯金で、残

高は17億9000万円です。

○公共施設整備基金…公共施設の整備の財源に充てる

ための貯金で、残高は６億6000万円です。

○減債基金…借金の返済の財源に充てるための貯金で、

残高は３億2000万円です。

○地域福祉基金…地域福祉を推進する事業の財源に充

てるための貯金で、残高は２億4000万円です。

○子ども夢基金…子どもを安心して育てることのでき

る環境づくりを推進する事業の財源に充てるための

貯金で、残高は２億円です。

このほかに、国民健康保険事業基金、水と緑のまち

づくり推進基金、育英事業基金、ふるさと応援基金、

住民生活に光をそそぐ交付金活用基金があり、合わせ

て１億8000万円となっています。

多少の増減はありますが、基金全体では微増傾向で

推移しています。

◎基金残高（まちの貯金残高）

歳出は、まちが取り組む仕事を効率的に実行するため、表－３のように目的別に分けられています。平成22年

度の決算と比較して、大きく増減があったものについて説明します。

平成23年度末基金残高の構成（単位：億円）

財財政調整基財政調整基金金
17.17.99
5353％％

公共施設整備基公共施設整備基金金
6.6.66
2020％％

減債基減債基金金
3.3.22
99％％

地域福祉基地域福祉基金金
2.2.44
77％％

子ども夢基子ども夢基金金
2.2.00
66％％

そのその他他
1.1.88
55％％
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特別会計も含めた全会計の借金の残高は、平成23年

度末で77億6000万円、このうち一般会計分は58億円に

なりました。とても大きな借金がありますが、新十津

川町の財政が危険な状況であるかというと、一概にそ

うは言えません。

借金の償還金は、あとで国から普通交付税として交

付してもらえるものがあります。例えば、ある建物を

建設するとき、借金をしないで全てまちのお金で建設

すると、建設費用全額がまちの負担になります。一方、

借金をして建設した場合、あとから償還金に対して国

が補てんをしてくれますので、

実際のまちの負担額は、借金

をしないで建設するより少な

くて済むのです。また、借金

は長期間にわたって償還しま

すので、建物を建設したとき

の町民だけでなく、将来利用

する町民にも負担をしてもら

うことになり、負担の公平性

を確保するという役割もあり

ます。

このように、現在の新十津

川町の借金は、お金が足りな

いから借りたのではなく、ま

ちの負担を少しでも減らした

り、町民の負担を公平にする

ために計画的に借りたものなのです。町は、国から交

付されるお金の条件が良いものを選んで借金をするよ

うに努めています。

なお、平成23年度末時点では、借金残高よりも、国

から交付されるお金と、まちの貯金などの借金の償還

金として使えるお金の合計額の方が大きくなっており、

新十津川町は、借金をすべて返す財源が準備できてい

る状況にあります。

また、行財政改革の一環として繰上償還を継続的に

実施しており、年々借金残高は減少しています。

◎町債残高（まちの借金残高）

● 全会計町債残高

■ 一般会計町債残高

138.138.33
134.134.33

128.128.88

122.122.11

113.113.77

107.107.11

96.96.66

88.88.99

81.81.77
77.77.66

103.103.44
100.100.55

96.96.00
90.90.88

84.84.11
79.79.33

71.71.88
66.66.55

60.60.88
58.58.00

151500

131300

111100

9900

7700

5500

億億円円 町債残高の推移

14年
度

14年
度
末末

17年
度

17年
度
末末

20
年度
20
年度
末末

23
年度
23
年度
末末

● 全基金残高

■ 財政調整基金残高

3355

3300

2255

2200

1155

1100

55

223.23.88
22.22.11

23.23.77 23.23.77 24.24.44
26.26.11 26.26.55

27.27.66

31.31.44

33.33.99

7.7.66 8.8.11

10.10.11 10.10.66
12.12.00

14.14.11 14.14.66 15.15.11
16.16.55

17.17.99

億億円円 基金残高の推移

14
年
度

14
年
度
末末

17
年
度

17
年
度
末末

20
年
度

20
年
度
末末

23
年
度

23
年
度
末末
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みなさんの税金で運営する市町村の財政は、公平で効率的な運用が求められます。その内容をチェックするた

めの目安として、市町村は、さまざまな指標を算出し公表することになっています。

その中でも代表的な指標である経常収支比率と財政の健全性を判断するための健全化判断比率について、その

内容と推移を説明します。

◎実質赤字比率、連結実質赤字比率

まちの財政の赤字額がどれくらいあるのかを示す指

標です。実質赤字比率は一般会計の赤字の大きさを示

し、連結実質赤字比率は特別会計（国民健康保険事業

特別会計、後期高齢者医療特別会計、下水道事業特別

会計、農業集落排水事業特別会計）を含めた５つの会

計の黒字額と赤字額を足し合わせて、まちの会計全体

の赤字額の大きさを示す指標です。

平成23年度決算ではいずれの会計も赤字はありませ

んので、実質赤字比率と連結実質赤字比率はゼロとな

っています。

財財財財財財財財財財財財財財政政政政政政政政政政政政政政状状状状状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況況況況況のののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推財政状況の推移移移移移移移移移移移移移移移

◎経常収支比率

町税や地方交付税などの固

定的な収入に対して、人件費

や借金返済などの固定的な経

費がどれくらいあったのかを

示す指標です。固定的な経費

の割合が低いということは、

裁量的な経費の割合が高いと

いうことですので、「経常収

支比率の低い方が財政運営に

弾力性があり財政状況は良

い」という考え方が一般的で

す。

本町の比率は、年々低くな

る傾向で推移しており、平成

22年度の全道町村平均と比較

しても、良い数値となってい

ます。

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負

担比率）は、自治体が自分のまちの状況を把握し、財政破たんを未然に防ぐた

めの指標として算出するもので、法律によって公表が義務付けられています。

これらの指標は、まちの財政がどの程度赤字を抱えているか、借金の規模は

財政運営に影響を及ぼさないかなど、財政の健全さを判断する基準となります。

すべての比率は、標準財政規模※を分母として算出され、低いほど良いもの

です。いずれかの指標が早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画

を、財政再生基準以上となった場合は財政再生計画を定めることが求められ

ます。

財政再生計画を定めた地方公共団体は財政再生団体となり、財政再生計画

の同意を総務大臣から得なければ、地方債の起債が認められません。

88855

8800

7755

7700

84.84.11

80.80.22

81.81.55

83.83.44

80.80.33

75.75.00
75.75.55

79.79.11

％％

平
成
17
年

平
成
17
年
度度

平
成
18
年

平
成
18
年
度度

平
成
19
年

平
成
19
年
度度

平
成
20
年

平
成
20
年
度度

平
成
21
年

平
成
21
年
度度

平
成
22
年

平
成
22
年
度度

平
成
23
年

平
成
23
年
度度

Ｈ
22
全

Ｈ
22
全
道道

町
村
平

町
村
平
均均

※標準財政規模とは…

地方自治体の一般財源の標

準的大きさを示す指標です。

まちが自由に使える収入のう

ち、町税や地方交付税など毎

年安定的に入ってくるお金の

大きさで、サラリーマンの収

入で言えば「所定内賃金」に

あたります。平成23年度の新

十津川町の標準財政規模は、

約40億5000万円です。
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◎将来負担比率

借金の返済や、まちが支払

うことを約束したお金（債務

負担行為といいます。）など、

将来にわたってまちが負担す

ることになるお金から、負担

の財源とすることができる貯

金などを差し引いた額が、標

準財政規模に対してどれくら

いあるかを示す指標です。こ

の比率が高いと、将来のまち

の財政運営が厳しくなる可能

性が高くなります。

本町は、貯金などの合計額

が、支払わなければいけない

金額を上回っているため、将

来負担比率はゼロとなってい

ます。

◎実質公債費比率

標準財政規模に対して、借

金の返済がどれくらいあった

かを示す指標です。まちの会

計以外に滝川地区広域消防事

務組合など新十津川町が参加

している団体の借金の返済に

対する負担なども含みます。

平成23年度の本町の比率は

8.6％です。

年々低くなる傾向で推移し

ており、平成22年度における

全道町村平均と比較しても、

良い数値となっています。な

お、この比率の早期健全化基

準は25％、財政再生基準は

35％です。

11166

1144

1122

1100

88

66

44

22

00

11.11.33 11.11.22
11.11.66 11.11.33

10.10.66
9.9.77

8.8.66

14.14.11

％％

平
成
17
年

平
成
17
年
度度

平
成
18
年

平
成
18
年
度度

平
成
19
年

平
成
19
年
度度

平
成
20
年

平
成
20
年
度度

平
成
21
年

平
成
21
年
度度

平
成
22
年

平
成
22
年
度度

平
成
23
年

平
成
23
年
度度

Ｈ
22
全

Ｈ
22
全
道道

町
村
平

町
村
平
均均

77700

6600

5500

4400

3300

2200

1100

00

60.60.99

27.27.55

4.4.44

ななしし ななしし

54.54.88

％％

平
成
19年

平
成
19年
度度

平
成
20年

平
成
20年
度度

平
成
21
年

平
成
21
年度度

平
成
22
年

平
成
22
年度度

平
成2
3年

平
成2
3年
度度

Ｈ2
2全

Ｈ2
2全
道道

町
村
平

町
村
平
均均
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